
また,特任教員推薦委員会 の構成員でもある被告井形が ,カ リキュラム

検討委員会の検討結果 を受 けて ,原告 に対 し,特任教員の任用 申請 を辞退

す るよう促 してお り,徳永学長 も推薦委員会の委員長 として,原告の申請

を受理することはできないと半J断 している。

そ うすると,lFxに ,原告が提 出 した授業担 当計画 をもって,特任教員任

用 申請手続 を進めた として も,特任教員推薦委員会が,原告 を特任教員 と

して適当であると認めて教授会 に推薦す ることは想定 し難 く,ま た,カ リ

キュラム検討委員会の構成員が教授会の構成員で もあ り,被告井形 も教授

会の構成員であることな どか らすれば,教授会が,原告について,特任教

員の候補者 として決定す ることも想定 し難いというほかな く,ひ いては ,

理事会が原告 を特任教員 に任用することも想定 し難 いというほかない。

(3)以 上を総合考慮すると,本件 において,原告 の特任教員任用 申請 につい

て手続 を進めた場合 に,原告が特任教員 に任用 された高度の蓋然性があっ

た と認めることはできない。

5 争点 4(被告丼形及び被告池島が,原告の特任 教員任用 申請 を妨害 したと

して ,不法行為責任 を負 うか)について

(1)被告池島について

前記 1(2)イ ,ウ のとお り,被告池島はカ リキ ュラム検討委員会の委員長

で あった ところ,学部長であった被告井形か ら,原 告の授業担 当計画につ

いて検討す るよ う指示 を受 けた ことか ら,カ リキュラム検討委員会 におい

て同計画について検討 を行 い,そ の結果,構成員 8名 全員一致の意見で ,

同計画の内容は不要若 しくは必要度が低 いとの結論 になったため,その結

論 を被告井形に伝えた ものである。

確 かに,そ の後の経緯 に照 らせ ば,カ リキュラム検討委員会 の上記検討

結果が,原告の特任教員への任用 申請を巡る経緯 に大きな影響 を与えた こ

とが うかがわれ るが ,カ リキュラム検討委員会が,カ リキュラムを検討す

29



ることをその職務 とする以上,い かなる授業計画で あつて も適当な もので

あるとの意見 を述べ ることにな るものではな く,検討の結果,不 適当なも

の との結論に至 ったので あれば,カ リキュラム検 討委員会の代表者である

委員長は,検討 を指示 した学部長に対 し,不 適当 との意見 を述べるのがそ

の職責か らして 当然である。そ して,本 件において ,被告池島あるいはそ

の余のカ リキュラム検討委員会の構成員が,学問的な見地か らではな く ,

個人的な事情 。感情等 に基づいて原告の授業担当計画の内容が不要若 しく

は必要度が低い との意見 を述べ ,カ リキュラム検 討委員会 としての結論に

導 いたというよ うな事情 を認めるに足 りる証拠 もな い。なお,被告池島の

専攻分野は法律で あ り,原告の専攻分野である情報バ リューエンジエアリ

ングについて説 明す ることはで きないが,他のカ リキ ュラム検討委員会の

構成員の意見 に基づいて検討す ることは可能なのであ り (被 告池島尋聞調

書 23頁 ),む しろ,上記の事情は,被告池島が ,原告 の授業担当計画につ

いて ,積極的に不適 当との意見 を述べたものではない ことを表す事情であ

るといえる。

そ うすると,被告池島が,被告井形に対 し,カ リキ ュラム検討委員会 と

しての結論 を伝 えた行為は,カ リキュラム検討委員会委員長 としての職責

に基づいて行われた行為であつて,そ の余の行為 を含 めて検討 して も,被

告池島が,原告 の特任教員への任用申請 を妨害 した と認めることはできな

いか ら,被告池島の行為が不法行為 に当たるということはできない。

(2)被告井形について

平成 24年 10月 15日 の原告 と被告井形 との面談 にお ける被告井形の

発言 (甲 10, 11)に 照 らせ ば,被告井形は,被告池島か ら聴取 したカ

リキュラム検討委員会 の検討結果か らすれば, このまま特任教員への任用

申請手続を進めて も,特任教員推薦委員会にお いて ,原告が推薦されない

という不名誉な事態 となると考 えた ことか ら,同 日に,原告 と面談 し,そ
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のよ うな事態 を回避す るために,特任教員への任用 申請を取 り下げるよう

勧めたものといえる。そ して ,同 日の原告 と被告井形 との会話の内容 (甲

10, 11)に 照 らして も,被 告井形は,原告 に対 し,任意 に特任教員ヘ

の任用 申請 を取 り下げることを勧めるにとどまってお り,不穏 当な言動等

は見受け られない ことか らすれ ば,同 日の会話 をもって,被告井形が原告

の特任教員への任用 申請 を妨害 した と評価する ことはできない。

もっとも,被告井形は,同 日の面談にお いて ,「 カ リキュラム委員会がだ

めなのに,僕だけが賛成で ,も のが進め られないのが現状なんです」 と述

べ (甲 11。 48頁 ),被 告井形本人尋間においても,カ リキュラム検討委

員会の意見 には沿わない状態の授業担当計画をもって手続 を進めていくこ

とは考えていなか った旨供述す るところ (被 告井形尋問調書 22頁 ),か か

る被告井形の供述 に照 らせば,被告井形は,カ リキュラム検討委員会が原

告の授業担 当計画 について適当 との意見 を述べていない状況 の下では,特

任教員の任用申請手続 を進めて い くことができないと考え,徳永学長 と事

前協議 を行 うな どした上で,授業担 当計画 につ いての原告 と被告井形の協

議が成立 してお らず ,原 告が提 出 した授業担 当計画には不備があるとして ,

特任教員推薦委員会 に提出 した としても受理で きないとの判断に至 り (前

記 1(2)オ のメール もその表れ といえる。),同 判断に基づき,任用申請手続

を進行 させなか った結果 ,原告 の特任教員への任用 申請は不受理 という結

果 となった もの といえる (甲 14・ 4頁 )。

しか し,現行規定における特任教員の任用 申請に関す る手続の流れは前

記第 2の 1(2)ア のとお りである ところ,学部長は,教務委員長及び対象者

と協議の上 ,授業担当計画 を特任教員推薦委員会に提出す る こととされて

いるが ,そ こでは協議 した上で提 出することが要件 となって いるものの
,

協議が ま とま らなかった場合 にいかなる手続 をとることにな るかは明示さ

れていない。そ して,誰 を特任 教員 に任用するかということは,被告大学
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においていかな る研究 を行い,学生にいかなる教育 を行 っていくか という

ことと密接 に関わ る事項であり,学 部長の一存で判断すべきものではな く,

学部全体あるいは被告大学全体で判断すべきもので あることか らすれば ,

現行規定に授業担 当計画 について学部長 と対象者 との協議がまとまらなか

った場合には授業担当計画 を提 出しないこととす る旨の規定がない以上 ,

学部長は,特任教員の任用 申請手続 を進めなけれ ばな らず (授 業担当計画

を推薦委員会 に提 出す る。),協議がまとまらなか った ことは,その理由も

含めて,手続の各段階における考慮要素 とすべきで あると解するのが相当

である。

本件についてみ ると,原告は,平成 24年 10月 15日 の面談 において ,

「それはす るつ もりはない。まことに悪いけれ ど」(甲 11・ 40頁 ),「 あ

の一,推薦委員会 に出 していただいて ,僕が何か欠落 している要因がある

か どうかっち ゅうのが明確 になれば,そ の一,僕が認め られへんだけの話

やんか」,「 落ち るんや った ら,落ちて もいいや んか」,「 だか ら,そ れで落

とされるんだ った ら,落 とされ るでいい じゃな いの。僕は別 に恥 じること

は してない し,それは全 くいいですわ」(甲 11・ 48頁 )と まで述べて特

任教員の任用 申請手続 を進めることを求めていたので あ り,被告井形の勧

めを受けて も,特任教員への任用 申請 を取 り下 げない意向を明確 に示 して

いたもので ある。そ うす ると,学部長であった被告井形 としては,対象者

である原告 との協議がまとま らなかった ことを前提 に,学部長 として原告

の授業担当計画 を特任教員推薦委員会 に提出 し,手続 を進めなければな ら

なか った ところ,被告井形は,書類の不備が あるとの半J断 をし,そ の結果 ,

原告の特任教員への任用 申請手続が進め られなかった ことになるが ,か か

る被告井形の行為 は,現行規定下における特任教員の任用 申請手続の理解

を誤った もの というほかない。

以上を総合考慮すれ ば,本件 にお いて,被告 井形が ,個人的な事情ある
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いは感情等か ら,原告 の特任教員への任用 申請を妨げる意思 (故 意)を 有

していた ことを認めるに足 りる証拠はないが ,上記の とお り,被告井形が

特任教員の任用 申請手続 の理解 を誤 り,そ の結果,原告が ,特任教員の任

用申請について,特任教員推薦委員会等の審埋を受ける機会 を奪われるこ

ととなった ことか らすれ ば,被告井形には,原 告の特任教員への任用申請

手続の取扱 いにおいて ,過失があった といわざるを得ず ,被告井形の行為

は不法行為 に当たると認 め られ る。

そ して ,本件 に表れ た一切の事情を総合考慮すれば,原告が受けた精神

的苦痛 を慰謝す るための慰謝料の額は 30万 円と認めるのが相当であ り,

被告井形の行為が被告大学の学部長 としての行為であることか らすれば ,

被告大学 も,同行為 について,民法 715条 に基づき,責任 を負 うことと

なる ^

第 4 結論

以上の次第で ,原告の請求 は,主文掲記の限度で理 由が あるか らその限度

で認容 し,そ の余は理由がないか らいずれ も棄却することとし,訴訟費用の

負担につき,民事訴訟法 61条 , 64条本文, 65条 1項本文を,仮執行の

宣言 につき同法 259条 1項 を,それぞれ適用 して ,主 文の とお り判決する。

大阪地方裁判所第 5民事部

佐  々 本 隆裁 判 官
堂
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